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＜平成２２年度調査概要版＞ 

 

県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針アンケート調査結果について 

 

 埼玉県では、平成１３年４月１日から全庁的に化学物質による人や生態系への影響を極力抑え

るため、病害虫等の発生の有無を確認せずに定期的に薬剤散布を行うことや内分泌かく乱（いわ

ゆる環境ホルモン）作用が疑われる物質を含む薬剤は、その作用が明確になるまでは当面使用し

ないことなどを定めた「埼玉県における県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針」（平成１３年

２月８日副知事決裁(以下「取組方針」という。)）に基づく取組を進めています。 

 平成１３年度、平成１６年度及び平成１９年度における取組方針の対応状況について、全庁的

な調査を行いましたが、最近の推進状況を把握するため、本年８月にアンケート調査を行いまし

た。 

 

記 

 

１ 調査結果の概要 

（１） 病害虫等の発生状況および発生した病害虫等の種類 

アンケートに回答のあった施設４４７施設と樹木４６２か所のうち、調査期間中に「病害

虫等の発生があった」と回答した割合は、施設においては平成１９年度と比較してほぼ横ば

いでしたが、樹木においては平成１９年度よりもやや減少しました。 

 ア 施設 

平成１３年度 平成１６年度 平成１９年度 平成２２年度 

１４５施設 

（２９．６％） 

２８４施設 

（５８．９％） 

２６２施設 

（５６．３％） 

２５７施設 

（５７．５％） 

イ 樹木 

平成１３年度 平成１６年度 平成１９年度 平成２２年度 

５０９か所 

（３９．２％） 

２９３か所 

（５９．３％） 

３３０か所 

（６９．３％） 

２９５か所 

（６３．９％） 

       

（２） 病害虫等発生時の対応状況 

  「病害虫等が発生した」と回答があった施設等のうち、防除方法として物理的防除を行った

割合は、施設においては平成１９年度と比較して増加しましたが、樹木においては平成１９

年度と比較してやや減少しました。 

 ア 施設 

平成１３年度 平成１６年度 平成１９年度 平成２２年度 

５９施設 

（４１．２％） 

１６８施設 

（５９．１％） 

１４８施設 

（５６．４％） 

１６９施設 

（６５．８％） 

イ 樹木 

平成１３年度 平成１６年度 平成１９年度 平成２２年度 

１７５か所 

（３４．４％） 

２２３か所 

（７６．１％） 

２６３か所 

（７９．７％） 

２１３か所 

（７２．２％） 
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（３） 定期的な薬剤使用（散布）状況 

  「病害虫等の発生の有無を確認せずに定期的薬剤散布を行った」と回答した施設等は、平成

１９年度と比較してほぼ横ばいでした。 

 ア 施設 

平成１３年度 平成１６年度 平成１９年度 平成２２年度 

４７施設 

（９．６％） 

５施設 

（１．０％） 

９施設 

（１．９％） 

１１施設 

（２．５％） 

イ 樹木 

平成１３年度 平成１６年度 平成１９年度 平成２２年度 

１９か所 

（１．５％） 

１か所 

（０．２％） 

２か所 

（０．４％） 

２か所 

（０．４％） 

       

(4) 使用（散布）した薬剤の種類 

 ア 施設 

   病害虫等の防除のために１０６施設で使用（散布）した薬剤の９４．３％（１００施設）

は、「医薬品または医薬部外品」でした。 

 イ 樹木  

樹木管理において、病害虫の防除のために１５５か所で散布した薬剤の９７．４％（１５

１施設）は、「農薬」でした。 

 

 (5) 薬剤使用（散布）時の安全確保対策（複数回答） 

   薬剤防除を行ったと回答した施設等が講じた「薬剤使用（散布）時の安全確保対策」は次

のとおりでした。 

 ア 施設（薬剤使用（散布）施設 １０６施設） 

(ｱ)使用上の注意遵守      ９６施設（９０．６％） 

(ｲ)最小限の範囲に使用（散布） ７７施設（７２．６％） 

(ｳ)防除作業時の防護      ４１施設（３８．７％） 

(ｴ)薬剤使用（散布）の事前周知 ５４施設（５０．９％） 

(ｵ)薬剤使用後の強制換気等   ５３施設（５０．０％） 

(ｶ)その他（休館日に実施等）  １３施設（１２．３％） 

イ 樹木（農薬散布か所 １５５か所） 

(ｱ)使用方法の遵守      １４２施設（９１．６％） 

(ｲ)最小限の範囲に散布    １４５施設（９３．５％） 

(ｳ)防除作業時の防護     １２０施設（７７．４％） 

(ｴ)農薬散布の事前周知     ３７施設（２３．９％） 

(ｵ)立て札等による立入制限等  ４８施設（３１．０％） 

(ｶ)散布後乾燥までの立入制限  ４０施設（２５．８％） 

(ｷ)その他（散布時間の工夫等） ２０施設（１２．９％） 
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２ 今後の対応 

  病害虫等が発生した施設や樹木のうち、防除方法として物理的防除を行った割合は平成１９

年度と比較して、施設においては増加しましたが、樹木においてはやや減少しました。また、

病害虫等の発生の有無を確認せずに定期薬剤散布を行った施設等の割合は、平成１９年度と比

較して概ね横ばいの結果となりました。 

  化学物質による環境リスク（人の健康や生態系に悪い影響を及ぼすおそれ）を低減するため

に、引き続き関係部局と連携し、取組方針の一層の推進に努めてまいります。 

   


